
月刊ハローワーク通信

 

 

月刊ハローワーク通信（2014年6月創刊：第138号） 2025.12.26発行

ハローワーク秋田の
各種情報はこちら↓

当所へ電話でお問い合わせの際は、部門コード（問い合わせ先右端の【】内）を押してください。

ハローワーク秋田のイベント･情報などを紹介する広報紙です
≪2026.1月号≫

発行：〒010-0065 秋田市茨島1-12-16
ハローワーク秋田（電話018-864-4111）

雇用保険制度に基づく失業等給付（一般に
「失業保険」や「失業手当」、「失業給付」、
「退職給付金」などと呼ばれることもある。以
下「失業保険」という。）は、仕事を失った人
が生活を維持しながら再就職を目指すため
の公的支援制度です。ハローワーク（公共職
業安定所）で申請を行い、条件を満たせば受
給することができます。給付額や期間は、退
職理由や勤務年数などにより異なります。

全国の消費生活センター等には、「失業保
険の受給額や受給期間が増える」とうたう申
請サポートに関する相談が寄せられていま
す。主な内容としては、①申請サポートを依
頼すれば受給額が増えると期待したが、実
際には増えなかった、②途中で解約を希望し
たが、事業者が認めなかったり、違約金を請
求された、③うつ病などのメンタルの不調は
ないにもかかわらず、指定のクリニックで受
診するよう指示されるなど、不正受給を促す
かのような誘導をされた、とする相談が目
立っています。

・失業保険の申請サポート契約をしたが、事業者が言っていたような給付金がもらえなかったので、サポート
費用を支払いたく ない。

・広告や勧誘に、過度な期待や誤解を招く表現が用いられていることがある。
・契約後に解約を求めても、高額な違約金を請求されたり、解約を拒絶されることがある。
・不正受給を促すかのような申請サポートになっているケースがある。

・失業保険はあくまでも行政機関による審査で決定されるものであり、給付が保証されているわけではありま
せん。過度に期待を持たせるような 広告には気をつけましょう。
・契約前に、サービス内容が支払う金額に見合っているか、解約条件はどうなっているかなどについて、慎
重に確認することが大切です。
・給付を増やすために事実ではない内容で申請すると不正受給となり、申請者本人が責任を問われることに
なります。事業者から事実ではない 内容での申請を勧められても、絶対に応じないようにしましょう。
・事業者との契約に関して不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活セン
ター等に相談しましょう。

＼転職を検討している方注意／

相談事例

・失業保険の申請支援をうたう事業者と契約した後、解約を申し出たら高額な違約金を請求された。
・失業保険のサポートをうたう事業者と契約したが、うつ病と診断されるためのマニュアルが送られてきた。詐欺にならないか 不安。

相談事例か
らみる問題点

消費者への
アドバイス

お問い合わせ先 ハローワーク秋田 雇用保険給付課 【１１＃】

相談件数は
前年の2.4倍
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有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、
いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、
処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 

キャリアアップ助成金？

＼事業主の皆さまへ／ お問い合わせ先 ハローワーク秋田 企画部門 【３２＃】

社会保険適用時処遇改善コースは３月３１日までの暫定措置ですの
で、ご検討している事業所へは訪問して相談に応じております。事業所へ訪問します
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ハローワーク秋田 雇用の動き（令和７年１１月）

02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 06.11 06.12 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 07.11

有効求人数 8,822 9,080 8,395 8,169 7,911 7,853 7,585 7,790 8,245 8,597 8,125 7,969 7,884 7,722 7,821 7,900 7,900 7,643

有効求職者数 6,480 6,217 5,982 5,887 5,827 5,377 5,341 5,418 5,889 6,150 6,460 6,581 6,466 6,169 6,000 5,966 6,006 5,736

求人倍率（秋田所） 1.36 1.46 1.40 1.39 1.36 1.46 1.42 1.44 1.40 1.40 1.26 1.21 1.22 1.25 1.30 1.32 1.32 1.33

求人倍率（秋田県） 1.28 1.49 1.49 1.32 1.26 1.26 1.23 1.24 1.23 1.25 1.23 1.20 1.20 1.21 1.22 1.21 1.20 1.20
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■有効求人倍率（全数）の推移

秋田所（原数値）

秋田県（季節調整値）

【主な産業の新規求人数】

【新規求職者の態様別状況（常用）】

概況（全数）

〇有効求人倍率は、1.33倍と前年同月比で0.13ポイント低下。

1 求人の動向
  〇新規求人数は、2,315人と前年同月比で10.2％減少。
・宿泊業,飲食サービス業、運輸業,郵便業等で増加。

  ・情報通信業、製造業、建設業、サービス業等で減少。
〇有効求人数は、7,643人と前年同月比で2.7％減少。

２ 求職者の動向
  〇新規求職者数は、1,073人と前年同月比で1.1％減少。

・フルタイム求職者が2.9％増加、パート求職者は7.9％減少。
  ・事業主都合離職者（常用）が７か月ぶりに減少。

〇有効求職者数は、5,736人と前年同月比で6.7％増加。
・雇用保険受給者実人員が６か月連続で増加。

増減率
(%)

増減数
(人)

D建設業 197 ▲ 23.9 ▲ 62

Ｅ製造業 91 ▲ 29.5 ▲ 38

G情報通信業 17 ▲ 55.3 ▲ 21

Ｈ運輸業,郵便業 111 0.9 1

 Ｉ 卸売業,小売業 451 ▲ 2.8 ▲ 13

J金融業,保険業 27 ▲ 3.6 ▲ 1

Ｍ宿泊業,飲食サービス業 176 8.6 14

Ｐ医療,福祉 513 ▲ 0.6 ▲ 3

Ｒサービス業（他に分類されないもの） 447 ▲ 21.4 ▲ 122

S・T　公務、その他 87 26.1 18

全産業合計 2,315 ▲ 10.2 ▲ 264

主な産業 求人数
前年同月比

項目
区分 態様別計 うち事業

主都合

うち自己

都合

うち自営,

その他

新規求職者数（常用） 1,037 390 541 146 358 13 106

増減率（％） ▲ 1.4 2.9 ▲ 2.9 ▲ 2.0 ▲ 3.5 18.2 ▲ 8.6

増減数（件数） ▲ 15 11 ▲ 16 ▲ 3 ▲ 13 2 ▲ 10

前年同

月比

在職者 離職者 無業者

【参加申込み方法】下記のＵＲＬ（秋田労働局ホームページ）からお申し込みください。
受講希望日を選択すると予約フォームが表示されますので、必要事項を登録していただければ、参加いただくのに

必要な「ミーティングＩＤ」「パスコード」が自動送信されます（定員数に達した次第、申込み受付終了となります）。

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_02775.html
【お問合せ先】 秋田労働局職業安定部訓練課 ０１８－８８３－０００６

秋田労働局 助成金説明会【賃上げに活用できる助成金制度の説明です】

ハイブリッド開催（オンライン及び対面説明を同時開催）

①第１回開催：令和８年１月２０日（火）13時半～15時

②第２回開催：令和８年１月２１日（水）10時半～12時
※各回とも以下により開催

申込期間：令和８年１月５日～１月15日

【Ｚｏｏｍによるオンライン説明】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先着９０社
※受講で必要なＰＣ等端末及び通信料は受講者の負担となります。
※各社接続するＰＣ等端末は１台までです。ご協力ください。

【対面実施会場】秋田労働局職業安定部７階会議室・・・・先着１０社
（秋田市山王３丁目１番７号 東カンビル）

※オンラインをご希望しない場合は対面実施会場をご利用ください。
※無料の駐車場がございませんので、お車でお越しの際は近隣の有料駐車

 場をご利用ください。

（２）業務改善助成金

生産性向上に資する設備投資等を
行い、一定額以上の賃金を引き上
げた場合に、設備投資などの費用
の一部を助成

①13:30～13:35

②10:30～10:35

（３）キャリアアップ助成金

賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の賃金規定
等を増額改定し、その規定を適
用した場合に助成

①13:55～14:20

②10:55～11:20

（４）賃上げ緊急支援金

秋田県賃上げ緊急支援事業
時給1,000円以下の従業員の賃
金を1,031円以上に引き上げた場
合に助成

①14:20～14:35

②11:20～11:35

（５）質疑・応答

①14:35～15:00

②11:35～12:00

（１）開催趣旨と
本日の流れ説明

①13:30～13:35
②10:30～10:35

同一内容で２回開催します
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